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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗面ボール付カウンターと、その下方に位置し、前記洗面ボールの前方を覆う幕板と、
電源を供給するコンセントとを備える洗面化粧台において、
　前記カウンターの下方に位置し、該カウンターの前方の縁からその下方のキャビネット
の前面の上端に至るまでの領域が洗面化粧台の奥側に向かって斜め下向きの傾斜を有する
幕板とされ、
　前記洗面ボールからの水を返す水返しが、幕板表面に形成された突起により形成され、
前記ボール付カウンターの上面よりも下方に設けられ、前記コンセントが、前記水返しよ
りも下方奥側の幕板表面の平らな面に奥側方向に下向き斜め傾斜で設けられた洗面化粧台
。
【請求項２】
　請求項１において、水返しの上方の幕板と、前記水返しの下方の幕板とが、段差を有す
る洗面化粧台。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、水返しが上側傾斜面と下側傾斜面とを有し、前記上
側傾斜面と前記下側傾斜面とが、同じ方向の傾斜を有する洗面化粧台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、コンセントを有する洗面化粧台に関するものであり、特には、コンセントの
使い勝手を向上させた洗面化粧台に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図７に示すように、洗面カウンター４の上方に化粧鏡１１を有する洗面化粧台１が知ら
れている。このような洗面化粧台１の主な用途のひとつとして、鏡２の前で洗髪後にドラ
イヤーなどを使用して乾燥や整髪などを行うことや、電気かみそりでひげを剃ることなど
が挙げられる。その際に使用されるドライヤーや電気かみそりなどの電源は、これらの電
源プラグを、化粧鏡１１の前面に設けられたコンセント６に差し込むことにより供給され
る。
【０００３】
　また、洗面化粧台１の他の主な用途として、湯水混合栓１０から湯水を出して顔や手を
洗ったり、うがい、洗濯、等をすることが挙げられる。その際に、洗面ボール３から跳ね
返った水や溢れた水が、コンセント６にかかることが考えられる。
【０００４】
　このため、従来の洗面化粧台１は、湯水混合栓１０からの湯水が洗面ボール３から跳ね
返ったり溢れたりしてコンセントにかからないようにするため、コンセントは、図７に示
すように、洗面カウンター４よりも上方の化粧鏡１１の前面に設けられるものが知られて
いる（例えば、特許文献１）。
【０００５】
　しかしながら、一般に、洗面化粧台の洗面カウンター上には日常的に使われる歯ブラシ
や液体石鹸の他に収納スペースに納まりきらない整髪料などの容器類が出しっ放しの状態
になっている場合が多い。このような状態で、化粧鏡に備えられているコンセントにドラ
イヤー類のプラグを差し込んで作業を行うと、電源コードが洗面カウンター上に置かれた
容器類と接触して倒してしまうことが頻繁に起こる。
【０００６】
　また、コンセントが１箇所であるため、化粧鏡に備えられたコンセント位置とドライヤ
ー類などの持ち手が左右逆になってしまう場合は、化粧鏡に備えられたコンセントに差し
込まれたプラグから使用者が手に持つドライヤー類の間の電源コードが洗面カウンターの
ボールを交差することが多く、ボール内で電源コードが濡れてしまうなどの不都合が生じ
ていた。このため、洗面カウンター上に置かれた容器類への電源コードの接触や転倒が無
く、電源コードが洗面ボール内に触れて濡れることも無い状態で気兼ねなくドライヤー類
などの電気製品を使用したいという要望が強い。
【０００７】
　そこで、上記の問題を解決するため、電源コンセントを化粧鏡ではなく洗面カウンター
下の幕板面やキャビネット前面に取り付けることが考えられる。このような洗面化粧台と
しては、水滴がかかり難くするため、カウンター下の引き出しの前板を回動可能とし、前
板の奥にコンセントを設けた洗面化粧台が考案されている（例えば、特許文献２）。さら
に、ドライヤーが邪魔にならないようにするため、カウンター下の扉の裏側にコンセント
とドライヤー収納を設けた洗面化粧台が考案されている（例えば、特許文献３）。
【特許文献１】特開２００１－３４６７０３号公報
【特許文献２】特開平８－２５６９２７号公報
【特許文献３】特開平１０－１５５６７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、電源コンセントを洗面カウンター下の幕板面やキャビネット前面に取り
付けた洗面化粧台であっても、従来の洗面化粧台では下記のような問題がある。即ち、引
用文献２では、前板が回動しその奥にコンセントが設けられているため、プラグを差し込
むためには、いちいち前板を開く必要があり面倒である。また、前板を開いた状態とする
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必要があり、この状態では、コンセントがむき出しとなるため、水滴がかかるのを防止で
きない問題がある。また、引用文献３では、扉の裏側にコンセントがあるため、引用文献
２と同様の問題がある。
【０００９】
　また、洗面カウンター、ボールの使用目的も洗面、洗髪行為以外にも洗濯の浸け置きや
予洗いがされるなど実態は様々であり、使われ方によっては作業に伴う水はねや水こぼれ
が洗面カウンターの幕板やキャビネットを伝ってコンセントを濡らしたりする危険性も十
分に考えられる。また、小さな子供にも手が届く高さでのコンセント設置となることから
、不測の異物挿入などの可能性も考えられる。
【００１０】
　本発明は、上記問題に鑑みなされたもので、ドライヤー類の使用時に電源コードによっ
て洗面カウンター上に置かれた容器類を倒したり、電源コードが洗面ボール内に触れて濡
れたりする不都合を解消することができ、かつ、コンセントに対して水の浸入を防ぐこと
が可能な使い勝手と安全性を考慮した洗面化粧台を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明は、以下のものに関する。
（１） 洗面ボール付カウンターと、その下方に位置し、前記洗面ボールの前方を覆う幕
板と、電源を供給するコンセントとを備える洗面化粧台において、
前記カウンターの下方に位置し、該カウンターの前方の縁からその下方のキャビネットの
前面の上端に至るまでの領域が洗面化粧台の奥側に向かって斜め下向きの傾斜を有する幕
板とされ、前記洗面ボールからの水を返す水返しが、幕板表面に形成された突起により形
成され、前記ボール付カウンターの上面よりも下方に設けられ、前記コンセントが、前記
水返しよりも下方奥側の幕板表面の平らな面に奥側方向に下向き斜め傾斜で設けられた洗
面化粧台。
（２） （１）において、水返しの上方の幕板と、前記水返しの下方の幕板とが、段差を
有する洗面化粧台。
（３） （１）または（２）において、水返しが上側傾斜面と下側傾斜面とを有し、前記
上側傾斜面と前記下側傾斜面とが、同じ方向の傾斜を有する洗面化粧台。

【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ドライヤー類の使用時に電源コードによって洗面カウンター上に置か
れた容器類を倒したり、電源コードが洗面ボール内に触れて濡れたりする不都合を解消し
、コンセントへの水の浸入や不測の異物挿入を抑制することにより、使い勝手と安全性を
考慮した洗面化粧台を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の洗面化粧台は、例えば図１に示すように、洗面ボール３と、この洗面ボール３
に湯水を供給する湯水混合栓１０と、前記洗面ボール３を有する洗面カウンター４と、こ
の洗面カウンター４の上方の鏡２と、この鏡２を前面に有する化粧鏡１１と、前記洗面カ
ウンター４の下方に位置し洗面ボール３の前方を覆う幕板５と、前記洗面ボール３からの
水を返す水返し１３と、この水返し１３の下方に位置するコンセント６と、前記幕板５の
下方に位置するキャビネット１２とを備えるものである。コンセント６を洗面カウンター
４の下方に設けることにより、ドライヤー類の使用時に電源コードによって洗面カウンタ
ー４上に置かれた容器類を倒したり、電源コードが洗面ボール３内に触れて濡れたりする
不都合が解消される。コンセント６を水返し１３の下方に設けたことで、洗面化粧台１の
使用に伴う水はねや水こぼれによって湯水が仮に洗面カウンター４の下方の幕板５を伝わ
って流れ落ちても、この湯水はコンセント６の上方の水返し１３としての突起の先端から
洗面化粧台１が設置された床面に流れ落ちるため、コンセント６に直接水が浸入すること
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を回避できる。
【００１４】
　洗面ボール３は、洗面カウンター４に設けられ、湯水混合栓１０からの湯水を受ける。
図２に示すように、洗面ボール３の前方の縁は、その下方の幕板５の前面、および、キャ
ビネット１２の前面よりも前方に飛び出すように形成される。湯水混合栓からの湯水が洗
面ボール３の表面に当たって水滴となって飛び跳ね、洗面ボール３の外側に飛び散ったと
しても、その水滴は、洗面ボール３の外方向に向って落下する。このため、水滴が回り込
むことは考え難く、その下方の幕板５の前面、および、キャビネット１２の前面にかかる
ことが抑制される。
【００１５】
　図３に示すように、幕板５は、洗面カウンター４の下方に位置し、洗面ボール３の前方
を覆うように形成される。つまり、洗面ボール３の前方の縁を含む洗面カウンター４の前
方の縁から、その下方のキャビネット１２の前面の上端に到るまでの部分が幕板５となる
。このとき、上述したように、洗面ボール３の前方の縁は、その下方の幕板５の前面、お
よび、キャビネット１２の前面よりも前方に飛び出すように形成される（図２）。このた
め、洗面ボール３の前方の縁を含む洗面カウンター４の前方の縁から、その下方の幕板５
を通り、キャビネット１２の前面の上端に到るまでの領域が、洗面化粧台１の奥側に向っ
て、斜め下向きの傾斜を有するように幕板５を形成するのが望ましい。これにより、十分
な面積の平らな面を設けることができ、この面を利用してコンセント６を設置することが
可能となる。
【００１６】
　水返し１３は、洗面カウンター４の上面よりも下方に設けられ、洗面ボール３から前方
側に溢れた湯水が、幕板５を伝わって流れ落ちる場合、水返し１３よりも下方には湯水が
幕板５を伝わらないようにするものである。このため、水返し１３は、湯水が幕板５を伝
わらないようにできるものであれば限定はないが、図２および図３に示すように、幕板５
自体を幅方向の全体に亘る突起を有する形状とすることにより水返しとするのが望ましい
。これにより、水返し１３と幕板５とを一体成型することができるため、部品数や組立工
数を低減でき、コスト低減が可能となる。また、直線的な美感も得られ見た目にも美しい
。
【００１７】
　図４から図６に示すように、幕板５は、洗面化粧台１の奥側に向って、斜め下向きの傾
斜を有するように幕板５を形成するのが望ましい。これにより、コンセント６の差込口が
斜め下方向を向くため、さらに、水返し１３が跳ね返した水滴がかかり難くなるともに、
埃等も入り難くすることができる。
【００１８】
　水返し１３を突起とした場合、図５に示すように、洗面化粧台１の横方向から見た突起
の断面において、水返し１３を形成する突起の上側傾斜面１４と下側傾斜面１５との内角
、つまり突起の先端の角度θＢが１０度～９０度、特に４５度とするのが望ましい。これ
により、洗面ボール３から溢れた湯水が幕板５を伝わって流れ落ちる場合でも、水返し１
３の上傾斜面１４から下傾斜面１５に湯水が回り込むことを抑制することが抑制でき、そ
の結果、コンセント６に湯水がかかることを抑制できる。
【００１９】
　図５に示すように、水返し１３を形成する突起の上側傾斜面１４が、その上方の幕板５
の傾斜面とは左右逆方向の下向き傾斜を有するのが望ましい。これにより、水返し１３の
上下での幕板５を伝わり落ちる湯水の方向の違いを確保でき、湯水が下側傾斜面１５に回
り込み難い。また、図５において、水返し１３を形成する突起の上側傾斜面１４が、その
下方の幕板５の傾斜面とも左右逆方向の下向き傾斜を有するのが望ましい。これにより、
水返し１３で回り込みが抑制され下方に向って落下する湯水が、水返し１３の下方の幕板
５に再び付着するのを抑制できる。さらに、図５において、突起の下側傾斜面１５が、上
側傾斜面１４と左右において同じ方向の下向き斜め傾斜となるのが望ましい。これにより
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、万が一、幕板５を伝わり落ちる湯水が下側傾斜面１５に回り込んだとしても、その湯水
は重力により、コンセント６の設けられた幕板５側ではなく、図５において左右逆方向に
流れ落ちるため、コンセント６に湯水がかかるのを防止できる。
【００２０】
　図５に示すように、上側傾斜面１４の長さは１ｍｍ～２０ｍｍ、特に７～８ｍｍとし、
下側傾斜面１５の長さは５ｍｍ～４０ｍｍ、特に１０～１５ｍｍとするのが望ましい。こ
れにより、湯水が上側傾斜面１４を流れ落ちる距離が確保され、上傾斜面１４の角度に沿
って湯水が流れる方向性が強まる結果、下側傾斜面１５に湯水が回り込んでコンセント６
にかかることを抑制する効果を高めることができる。また、万が一、下側傾斜面１５に湯
水が回り込んだとしても、湯水が幕板５本体に到達するまでの距離を稼ぐことができ、湯
水が落下するまでの時間を確保することにより、コンセント６に湯水がかかるのを抑制で
きる。さらに、突起が大きくなり過ぎ、見栄えが悪くなったり、使用者に突起が当たって
使い心地を悪化させることを抑制できる。
【００２１】
　図５に示すように、水返し１３の上方の幕板５の傾斜面と、水返し１３の突起の上側傾
斜面１４との角度θＡは、８０度～１８０度、特に１２０度程度とするのが望ましい。こ
れにより、水返し１３の幕板５の傾斜の方向と水返し１３の突起の上側傾斜面１４の方向
との違いを確保することができ、その結果、水返し１３が湯水の回り込みを抑制する効果
が向上する。
【００２２】
　図５に示すように、幕板５の水返し１３の突起先端とその下方の幕板５とが段差Ａ１６
を有するようにする。この段差Ａ１６は、１０ｍｍ～３０ｍｍ、特に２０ｍｍ程度とする
のが望ましい。これにより、水返し１３としての突起の下側傾斜面１５の長さを確保する
ことができ、万が一、幕板５を伝わって流れ落ちる湯水が下側傾斜面１５に回り込んだと
しても、幕板５本体との距離があるため、幕板５本体まで到達することなく、湯水が流れ
落ち、コンセント６に湯水がかかるのを抑制できる。また、水返し１３の上方の幕板５と
水返し１３の下方の幕板５とが、段差Ｂ１８を有するようにする。この段差Ｂ１８は、５
ｍｍ～２５ｍｍ、特に１２ｍｍ程度とするのが望ましい。これにより、コンセント６の位
置を水切り１３の先端の位置からも遠ざけることができ、コンセント６に湯水がかかり難
い。しかも、水切り１３を段差Ｂ１８のデザインと一体化させることができ、見た目を向
上することができる。
【００２３】
　コンセント６は、主に洗面化粧台１で使用されることの多いドライヤーや電気かみそり
等の電源を供給するものである。図３に示すように、このコンセント６は、水返し１３の
下方に設けられる。これにより、洗面ボール３から溢れた水が、幕板５を伝わって流れ落
ちても、その湯水がコンセント６にかかることを抑制できる。
【００２４】
　コンセント６は、幕板５を成型する際に、その取付け用の開口が幕板５に設けられるの
が望ましい。これにより、コンセント６を取付けるための部品や加工が不要となり、コス
トが低減できる。
【００２５】
　図４から図６に示すように、コンセント６は、洗面化粧台１の奥側に向って下向き斜め
傾斜で取付けるのが望ましい。これにより、洗面ボール３で跳ねた湯水が、回り込んでコ
ンセント６にかかるのを抑制する効果が向上する。また、洗面ボール３から溢れた湯水が
、幕板５を伝わって流れ落ちた場合でも、水返し１３の下方に湯水が回り込み難くなり、
コンセント６に湯水がかかるのを抑制する効果が向上する。
【００２６】
　図３に示すように、コンセント６は、洗面化粧台１の幅方向において、左右の２箇所以
上に設けるのが望ましい。これにより、洗面化粧台１で使用するドライヤー類の持ち手と
関係なく、プラグの抜き差しが容易となり、また、電源コードが洗面化粧台１の使用者の
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前を横切って邪魔な思いをする頻度が低減する。
【００２７】
　図６に示すように、コンセント６は、不使用時には電源プラグの差込口を覆うコンセン
トカバー１７を設けるのが望ましい。コンセント６を洗面カウンター４の下方に設けた場
合、小さな子供にも手が届く高さとなることから、不測の異物挿入などの可能性も考えら
れる。コンセントカバー１７を備えることにより、このような事態にも、安全性を確保す
ることができる。
【実施例】
【００２８】
　本実施例の洗面化粧台は、図１に示すように、洗面ボール３と、この洗面ボール３に湯
水を供給する湯水混合栓１０と、前記洗面ボール３を有する洗面カウンター４と、この洗
面カウンター４の上方の鏡２と、この鏡２を前面に有する化粧鏡１１と、前記洗面カウン
ター４の下方に位置し洗面ボール３の前方を覆う幕板５と、前記洗面ボール３からの水を
返す水返し１３と、この水返し１３の下方に位置するコンセント６と、前記幕板５の下方
に位置するキャビネット１２とを備える。
【００２９】
　洗面ボール３は、洗面カウンター４に設けられ、湯水混合栓１０からの湯水を受ける。
図２に示すように、洗面ボール３の前方の縁は、その下方の幕板５の前面、および、キャ
ビネット１２の前面よりも前方に飛び出すように形成した。
【００３０】
　図３に示すように、幕板５は、洗面ボール３の前方の縁を含む洗面カウンター４の前方
の縁から、その下方の幕板５を通り、キャビネット１２の前面の上端に到るまでの領域が
、洗面化粧台１の奥側に向って、斜め下向きの傾斜を有するように形成した。
【００３１】
　水返し１３は、図２および図３に示すように、幕板５自体を幅方向の全体に亘る突起を
有する形状とすることにより水返しとした。これにより、水返し１３と幕板５とを一体成
型することができ、コストを低減できた。
【００３２】
　図４から図６に示すように、幕板５は、洗面化粧台１の奥側に向って、斜め下向きの傾
斜を有するように幕板５を形成した。これにより、コンセント６の差込口が斜め下方向を
向くため、さらに、水返し１３が跳ね返した水滴がかかり難くなるともに、埃等も入りに
くかった。
【００３３】
　水返し１３を突起とした場合、図５に示すように、洗面化粧台１の横方向から見た突起
の断面において、水返し１３を形成する突起の上側傾斜面１４と下側傾斜面１５との内角
、つまり突起の先端の角度θＢが、略４５度となるようにした。これにより、洗面ボール
３から溢れた湯水が幕板５を伝わって流れ落ちる場合でも、水返し１３の上傾斜面１４か
ら下傾斜面１５に湯水が回り込むことがなく、その結果、コンセント６に湯水がかかるこ
とを防止できた。また、本実施例の幕板５は、ジシクロペンタジエンを成型材料として用
いて成型したため、このような水返し１３としての突起の形状の形成が容易であった。ま
た、本実施例の幕板５は、洗面カウンター４と一体成型したため、部材の点数を減らすこ
とができ、部材や組立にかかるコストを低減できた。
【００３４】
　水返し１３を形成する突起の上側傾斜面１４が、その上方の幕板５の傾斜面とは図５に
おいて左右逆方向の下向き傾斜を有するようにした。また、図５において、水返し１３を
形成する突起の上側傾斜面１４が、その下方の幕板５の傾斜面とも左右逆方向の下向き傾
斜を有するようにした。さらに、図５において、下側傾斜面１５が、上側傾斜面１４と左
右において同じ方向の下向き斜め傾斜となるようにした。
【００３５】
　図５において、上側傾斜面１４の長さは７．６ｍｍとし、下側傾斜面１５の長さは１３
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ｍｍとした。水返し１３の上方の幕板５の傾斜面と、水返し１３の突起の上傾傾斜面１４
との角度θＡは、略１２０度とした。幕板５の水返し１３の突起の先端とその下方の幕板
５との段差Ａ１６が略２０ｍｍ、水返し１３の上方の幕板５と水返し１３の下方の幕板５
とが段差Ｂ１８が略１２ｍｍとなるようにした。
【００３６】
　図３に示すように、コンセント６は、水返し１３の下方に設けた。これにより、洗面ボ
ール３から溢れた水が、幕板５を伝わって流れ落ちても、その湯水がコンセント６にかか
ることがなかった。コンセント６は、幕板５を成型する際に、その取付け用の開口を幕板
５に設けた。これにより、コンセント６を取付けるための部品や加工が不要となり、コス
トが低減できた。
【００３７】
　図４から図６に示すように、コンセント６は、洗面化粧台１の奥側に向って下向き斜め
傾斜で取付けた。これにより、洗面ボール３で跳ねた湯水が、回り込んでコンセント６に
かかることがなかった。また、洗面ボール３から溢れた湯水が、幕板５を伝わって流れ落
ちた場合でも、水返し１３の下方に湯水が回り込むことがなく、コンセント６に湯水がか
かるのを防止できた。
【００３８】
　図３に示すように、コンセント６は、洗面化粧台１の幅方向において、左右の２箇所に
設けた。また、図６に示すように、コンセント６は、不使用時には電源プラグの差込口を
覆うコンセントカバー１７を設けた。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施例の洗面化粧台の正面図である。
【図２】本発明の実施例の洗面化粧台に使用する洗面カウンターとその下方部分の斜視図
である。
【図３】本発明の実施例の洗面化粧台に使用する洗面カウンターとその下方部分の正面図
である。
【図４】本発明の実施例の洗面化粧台に使用する洗面カウンターとその下方部分の一部の
拡大側面図である。
【図５】本発明の実施例の洗面化粧台に使用する幕板の一部の拡大断面図である。
【図６】本発明の実施例の洗面化粧台に使用する洗面カウンターとその下方部分の一部の
拡大斜視図である。
【図７】従来の洗面化粧台の正面図である。
【符号の説明】
【００４０】
１…洗面化粧台、２…鏡、３…洗面ボール、４…洗面カウンター、５…幕板、６…コンセ
ント６…引出し、８…取って、９…扉、１０…湯水混合栓、１１…化粧鏡、１２…キャビ
ネット、１３…水返し、１４…上側傾斜面、１５…下側傾斜面、１６…段差Ａ、１７…コ
ンセントカバー、１８…段差Ｂ
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